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第1節 防災対策

1　防災体制

（1）防災関係法の変遷
　昭和 34 年に大きな被害をもたらした伊勢湾台

風を契機に災害対策基本法（昭和 36 年法律第

223 号）が 36 年 11 月に制定された。この法律

に基づき、国は中央防災会議において防災基本計

画を策定し、地方公共団体は地方防災会議におい

て地域防災計画を策定している。

　一方、駿河湾を中心とする東海地震に備えて、

大規模地震対策特別措置法（昭和 53 年法律第

73 号）が制定され、大規模な地震が発生した場

合に著しい被害が生ずる恐れがある地域を地震防

災対策強化地域に指定するとともに、地震観測体

制の整備等の措置を定めて国全体で防災対策がと

られている。

　その後、平成 7年 1月 17 日に発生した阪神・

淡路大震災を契機に、災害対策基本法、大規模地

震対策特別措置法が改正されるとともに、地震防

災緊急事業五箇年計画の作成、調査研究の推進な

どを目的として、地震防災対策特別措置法（平成

7年法律第 111 号）が 7年 6月に制定された。

　このように、大きな自然災害等の発生を契機

として国の防災体制が強化されており、それに

合わせて公社の防災体制もその都度見直しを実

施してきた。

（2）防災体制の整備
　公社では、開通当初の昭和 54 年に「名古屋高

速道路公社災害対策要綱」を定め、災害が発生し

た場合において、被害の拡大を防ぐとともに速や

かに災害復旧を行うための防災体制の整備を図っ

てきたが、63年 5月 11 日に災害対策基本法第 2

条に基づき、公社が愛知県知事より指定地方公共

機関に指定されたことを受け、平成 4年 4 月に

同法第 6条に基づき「名古屋高速道路公社防災

業務計画」を作成し、防災に関し公社が処理すべ

き業務の大綱を定め、防災活動の総合的かつ計画

的な推進を図ることとした。

　また、防災業務計画の作成を受け、要綱を改正

し各部室の災害対策活動実施要領を定めた。

　さらに、中央防災会議において観測データの蓄

積や新たな学術的知見等が得られてきたことか

ら、14 年には名古屋市が新たに東海地震に係る

地震防災対策強化地域に指定されたことを受け、

大規模地震対策特別措置法に基づく「名古屋高速

道路公社地震防災応急計画」を定め予知型地震に

備えるとともに、これまでの要綱を廃止し、14

年 10 月に新しい災害対策要綱を定めた。

　公社の防災業務関係の規程等をまとめると表

10-1-1 のとおりとなっている。

 ■ 表 10-1-1　防災業務関係規程等

（3）災害配備体制
　公社の平成 23年度の災害配備体制は表 10-1-2

のとおりであり、非常体制（3号配備）の場合及

び警戒体制（2号配備）の場合で非常かつ重大な

災害が発生した場合又はその恐れがある場合に

は、災害対策本部を設置して災害対策業務の迅速

かつ適切な実施を図ることにしている。
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 ■ 表 10-1-2　災害配備体制

 

　前述したように公社は災害対策基本法に基づく

指定地方公共機関に位置づけられており、また名

古屋高速道路は関係機関の防災計画の中で緊急輸

送道路の役割を担っている。このような重要な役

割を公社が担っていることを踏まえ、災害時の円

滑な対応及び職員の防災意識の高揚を図ることを

目的として、東海地震をはじめとする大規模地震

を想定した防災訓練を毎年実施するとともに、全

職員への防災ハンドブックの配布や情報伝達・安

否確認、非常参集訓練等を行っている。

　なお防災ハンドブックの中では、表 10-1-3 に

掲げる防災 10 箇条の注意事項を挙げ、職員の意

識啓発を図っている。

 ■ 表 10-1-3　防災 10 箇条の注意事項

①　我々は名古屋高速道路及びお客様の生命・

財産を守るという重大な責務を負っていること。

②　職員全てが防災業務従事職員であり、24時

間公社職員であること。

③｠｠今この時に緊急事態が発生したら、お客様及

び高速道路のために何をすべきかを心しておく

こと。

④　真にやむを得ない場合を除き、常に連絡が出

来る状態を維持すること。

⑤　如何なる状況下においても、何をなすべきか

を考え最善の方策を講じること。

⑥　悪い情報ほど早く、変更があれば速やかに伝

えるべき者へ状況を伝えること。

⑦　推測あるいは情報源が不明確な情報に左右

されないこと。推測と事実とを混合しないこと。

情報は必ず情報源を確認すること。

⑧　「……と思います。」という無責任な発言は禁

句。各自が責任者の意識をもつこと。

⑨　緊急時に規則・形式・体面にとらわれるな。今、

なすべきことを真剣に考えること。

⑩　人命・安全を最優先とし、後世に恥じない行

動をとること。

　平成 23 年度には突発型地震を想定した初動訓

練を実施しているが、その訓練の想定条件等は、

次のとおりであった。

１）想定条件

東海・東南海・南海地震 3連動（震度 6強

のプレート境界型）地震が突発的に発生した場

合を想定

２）名古屋高速道路の被害

ア．ジョイント段差 10cm 程度の道路構造物

の被害

イ．照明灯具の落下、標識柱の倒壊等道路付

属物の被害

ウ．地震による高速道路上の交通事故の発生

エ．電力の供給停止による電気被害（自家発電

設備への切替）

オ．NTT 回線の混雑による通信被害（国土交

通省とのマイクロ回線、衛星電話対応）

カ．本社ビル等社屋の軽微な建物被害

３）訓練
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ア．災害対策本部及び黒川（保全施設・管理部）・

黄金（建設部）の現場対応本部の立ち上げ、

運営等訓練（突発型地震発生と同時に必要な

初動体制の構築）

イ．通行止の実施、お客様の避難誘導訓練

ウ．緊急交通路・緊急輸送道路の機能確保のた

めの運営等訓練

2　防災施設

　昭和 53年 6月に制定された大規模地震対策特

別措置法では、大規模地震に関し防災上緊急に整

備すべき施設として避難地、避難路、消防用施

設等が定められている。公社においても、平成 7

年 1 月の阪神・淡路大震災を契機に設置した地

震総合対策検討委員会（委員長 副理事長）にお

いて整備方針を定め、同年 7月に非常口の設置

など具体的な方針を決定した。

　非常口の他、地震計、非常用発電設備、防災通

信施設等についても、8年 1月に初めて整備計画

に組み入れ、順次整備を進めてきている。

（1）非常口
　地震災害等の際に、高速道路上のお客様が安全・

円滑に避難できるよう、高架区間では約 1㎞ごと

に 1カ所で避難が可能となるように、22 年度現

在 66 カ所の出入口と、33 カ所の非常階段を設

置している。高速道路上の遮音壁部に避難用の扉

を設け、非常階段を通じ高架下の平面道路上に避

難できるようになっている（写真10-1-1，2参照）。

非常階段の出口正面には、広域避難場所の看板を

設置し、お客様が安全な場所へ避難できるように

している。

写真 10-1-1　高速道路上の非常口

写真 10-1-2　高架下の非常階段出口

　また、半地下区間及びトンネル区間には、約

500mごとに1カ所で避難が可能となるように6カ

所の出入口の他、非常階段を23カ所設置している。

（2）地震計等
１）地震計

地震計は、平成 7年度から 16 年度にかけて

6カ所に設置し、計測機器をそれぞれの箇所に

3基（地下 1ｍ、橋脚柱下端、橋脚柱上端）設

置している（表 10-1-4 参照）。

 ■ 表 10-1-4　地震計の設置路線等
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２）非常用発電設備

電力の送電停止に備え、公社の非常用発電設

備として平成 8年度から順次自家発電設備（ガ

スタービン）を設置している（表 10-1-5 参照）。

各発電設備が受け持つ配電エリアは図 10-1-1

のとおりである。

自家発電設備により、黒川交通管制センター

と緑橋施設管制センターの監視制御卓、無線装

置及び電話交換機並びに黒川ビル・緑橋換気所

のビル内に必要な建物照明の電源が、停電時に

12時間供給可能となっている。

 ■ 表 10-1-5　自家発電設備の設置箇所

 

 

図 10-1-1　自家発電設備設置箇所・配電エリア

３）防災通信施設

平成 7年度に、災害時の情報・命令系統の

整備拡充を図るため、建設省中部地方建設局と

の間に道路災害対策用通信回線を整備した。こ

れにより、中部地方建設局と建設省本省間の通

信回線を使用して公社と本省との電話・ファッ

クス等の直結通信線が確保された。

また、14 年度には、愛知県防災無線網の端

末設備が黒川ビルに整備され、防災無線による

電話・ファックス等の直結通信線が確保された。

さらに、19 年度には、停電時や携帯電話回

線の不通時における通信手段として衛星電話を

配備した。

（3）トンネル防災設備
　東山トンネルは、半地下構造区間と接続してお

り、換気、防災施設についても半地下構造区間と

の整合性を図る必要があった。このため、平成 2

年度から施設計画等の検討を行い、8年度には「高

速 1号東山トンネルの換気・防災検討委員会」（委

員長 水野明哲工学院大学教授）において、「道路

トンネル非常用施設設置基準」（昭和 56 年 4 月

建設省通知）を基に、さらに他機関の実施例など

も調査検討し、トンネル及び半地下区間を一体と

した非常用施設配置計画を策定した。

　トンネルの非常用施設の設置のための等級区分

は、道路延長及び交通量に応じて、AA、A、B、

C、Dの 5区分の基準が建設省（国土交通省）に

おいて定められている。公社では、東山トンネル

区間はAA級の、半地下構造区間の四谷付近及び

春岡付近は A級の、トンネル等級を指定してい

ない半地下構造区間は、前後の道路に準ずる等級

の防災施設を配置した。区間全体の非常用施設設

置状況は、図 10-1-2 のとおりである。

　また、異常事態発生時に、迅速な状況の把握と

二次災害の防止を図るため、テレビカメラ（100m

間隔）、水噴射ノズル（5m間隔）、消火器・消火

栓（50m間隔）等を配置した。なお、テレビカ

メラは、火災の際の視認性を確保するため火災に

よるカメラの故障リスクを考慮し 3台のカメラ

で捕捉できるような設置間隔とした。
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図 10-1-2　非常用施設設置状況 

3　地震対策

（1）地震発生時等の安全対策
１）地震が発生した場合

地震が発生した場合には、直ちに気象庁から

地震に関する情報を入手するとともに、名古屋高

速道路の6カ所の路線に設置している地震計か

らデータを収集し、公安委員会（高速道路交通

警察隊）と直ちに協議を行った上で、表10-1-6

の震度階級に応じた交通規制を実施している。

 ■ 表 10-1-6　震度階級と交通規制内容

 

道路情報板、路側放送、ハイウェイラジオ、

ハイウェイテレホン等により情報を提供すると

ともに避難誘導を行う。また、交通管理隊のパ

トロールカー等を出動させ、高速道路全線の巡

回点検、高速道路の損壊状況やお客様の被害状

況等を調査し、さらに、緊急輸送車両の通行路

を確保するため、通行の支障となる走行不可能

車両、落下物、倒壊物等の排除を速やかに行う

こととしている。

２）東海地震関連情報が発表された場合

東海地震関連情報が気象庁から発表された場

合は、地震発生の場合と同様に公安委員会（高

速道路交通警察隊）と交通規制について協議を

行い、「調査情報（臨時）」と「注意情報」が発

令された場合には速度規制を、「警戒宣言」が

発令された場合には通行止を実施し、お客様の
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安全確保に努めることとしている。

なお、名古屋市と東海市は、大規模地震対

策特別措置法第 3条に基づく地震防災対策強

化区域に指定され、同法第 40 条の規定に基づ

き「愛知県地域防災計画」が策定されている。

この計画では警戒宣言が発せられた場合は、公

社は同法第 24 条に基づき、公安委員会の要請

を受けて名古屋高速道路全路線を対象とした交

通の流入制限及び走行抑制を行うことになって

いる。さらに、公社は道路状況の把握とともに

警戒宣言等のお客様への周知徹底を行うことに

なっている。

（2）耐震補強
　我が国は世界有数の地震国で、度重なる地震に

より大きな被害を受けているが、地震の被害を受

けるたびに道路橋示方書の改訂が行われ、耐震設

計基準が強化されてきた。

　鋼橋やコンクリート橋などの対象別に整備され

てきた道路橋示方書等が昭和 46 年に初めて一つ

の道路橋示方書としてまとめられた。55年には、

53 年の宮城県沖地震等を受けてコンクリートの

許容せん断応力度が引き下げられ、平成2年には、

昭和 58 年の日本海沖中部地震後などを受けて地

震時保有水平耐力法の導入、動的応答解析法によ

る照査方法などが示された。

　公社では、「平成 3年度震災点検要領」（建設

省道路局通達）に従って、平成 2年以前の道路

橋示方書を適用した橋脚を対象に、5年度から橋

脚の柱主鉄筋段落とし部、帯鉄筋間隔の耐震性能

の照査を行い、補強方法の検討を行った。このよ

うな状況の中、7年 1月 17 日に発生した兵庫県

南部地震により、阪神高速道路の橋脚の倒壊、桁

の落橋等の被害が発生し、大地震への備えの重要

性と都市全体の防災の強化の必要性が改めて痛感

されることとなった。

　兵庫県南部地震の経験を踏まえ、橋脚の変形性

能を考慮した耐震設計についての「兵庫県南部地

震により被災した道路橋の復旧に係わる仕様（復

旧仕様）」（平成 7年 2 月）に準拠した耐震補強

工事に公社は着手した。その後 8年にはプレー

ト境界型地震タイプⅠと内陸直下型地震タイプⅡ

の 2タイプの耐震設計手法を確立させた道路橋

示方書が示された。

　橋脚の耐震補強は、5年度から行ってきた柱主

鉄筋段落とし部の検討を踏まえ、さらに「復旧仕

様」の考え方も取り入れ、7年度から着手し、8

年度から「平成 8年道路橋示方書」を適用し 9

年度までに施工を完了した（表 10-1-7 参照）。

 ■ 表 10-1-7　橋脚耐震補強

１）コンクリート橋脚

名古屋高速道路の橋脚は、ほとんどが平面道

路の中央分離帯に設置されており、このうち、

交差点等では平面道路の建築限界までの間が狭

いことから、RC（鉄筋コンクリート）橋脚の

柱の補強方法は、鋼板巻立工法（図 10-1-3 参照）

を標準とした。また、補強鋼板の厚さは、加工

や溶接部の品質管理を考慮して 9㎜標準とし、

橋脚柱の地震時における耐力を向上させるとと

もに、粘り強い構造とした。

PC（プレストレストコンクリート）橋脚柱

及び SRC（鉄骨鉄筋コンクリート）橋脚柱に

ついても、RC橋脚柱と同様に耐力換算し鋼板

巻立工法を採用した。なお、PC橋脚柱、SRC

橋脚柱の耐力換算による耐震設計については、

「正負交番繰り返し載荷実験」によりその妥当

性を確認した。
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図 10-1-3　コンクリート橋脚の鋼板巻立工法

２）鋼製橋脚

鋼製橋脚については、平成 8年の道路橋示

方書で定められたタイプⅡ（内陸直下型）の地

震動が起きた場合でも、限定された損傷にとど

め、橋としての機能の修復応急対応ができるこ

とを設計方針として、耐震性能の照査を行った。

補強方法としては、橋脚本体構造のフランジ・

ウェブへの直接の溶接を避け、矩形断面の柱に

ついてはボルト締めによるリブ補強と中詰コン

クリートのマンホール下端までの追加充填を行

うことを標準とし（図 10-1-4 参照）、円形断面

の柱については柱の上端まで中詰コンクリート

を追加充填することを標準とした。

なお、高速都心環状線と高速 1 号楠線の、

桁と橋脚が剛結構造となっている立体ラーメン

橋については、タイプⅡ地震動に相当する地震

動に対しても、十分な耐震性能を有し安全性が

あると確認されたことから、補強工事は行わな

かった。

図 10-1-4　鋼製橋脚のリブ補強・中詰コンクリート充填

３）上部工

ア．一般的な耐震補強

兵庫県南部地震では、上部構造に関して、橋

桁の落下、ジョイント部の損傷などの被害が発

生した。このため、上部構造の耐震対策として、

高速 3号大高線の鋼単純鈑桁について、桁の

連続化（写真 10-1-3 参照）を行い落橋防止を

図るとともに、騒音・振動の低減、維持管理の

省力化等を図った。桁の連続化を行った箇所で

は、中間支点での負反力（浮き上がり）に対す

るボルトによる固定や、既設橋脚に適切に水平

力を分担させるための鋼製支承からゴム支承へ

の取替えを実施した（表 10-1-8 参照）。

また、連続桁と桁の連続化ができない曲線桁

等の単純桁の上部構造については、支承の照査

を行い、支承の橋軸直角方向への補強、橋軸方

向への変位制限装置（写真 10-1-4 参照）の設

置等の対策を実施した。

単純桁、連続桁に共通の対策としては、必要

桁かかり長の確保のための受け台、落橋防止装

置（写真 10-1-5 参照）、段差防止装置の設置等

の対策を実施した。

なお上部構造の耐震補強工事は、交通量の多

い主要幹線道路上で行うことがほとんどである

ので、標準的な施工方法としては、道路の夜間

規制を行いながら落下防護工を行った上で、部

材搬入、部材架設及び現場塗装を行う方法を採

用した。

 

写真 10-1-3　桁の連続化
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 ■ 表 10-1-8　上部構造の耐震補強実施箇所数

 

写真 10-1-4　変位制限装置

写真 10-1-5　落橋防止装置（PCケーブル）

イ．特殊な箇所の耐震補強

①黒川出入口

黒川出入口は、ループ形状の立体構造物であ

るため、動的応答解析に基づき詳細に検討を

行った上で補強を行った。なお、工事に当たっ

ては景観に配慮し、変位制限装置をカバープ

レートで覆った。

②高速 2号東山線の若宮大通区間

高速東山線の若宮大通区間は、公園区間でも

あることから景観に配慮し梁のない 2本柱の

橋脚構造を採用しているので、橋梁の耐震補強

部材としては座屈拘束ブレース（写真 10-1-6

参照）を全国で初めて採用した。なお、採用に

当たっては、実験や解析により耐震補強に有効

であることを綿密に確認した。

③PC桁

千音寺料金所、星崎料金所及び名四国道連絡

路については PC桁を採用しているので、千音

寺料金所については PC連続箱桁変位制限装置

の設置、星崎料金所については単純 T型 PC桁

の連続化と横桁の連結化、名四国道連絡路につ

いては単純 T型 PC桁の連続化と変位制限装置

の設置を行った。

④高速都心環状線の立体ラーメン橋

高速都心環状線明道町JCT～東片端JCTは、

景観に配慮し上下部構造ともに鋼構造により剛

結された立体ラーメン橋となっているため、地

震時の荷重に対し余裕があったことから、橋脚

自体の耐震補強は行わなかったが、連続鋼床版

箱桁について、ゲルバーヒンジ（桁の継ぎ目）

に落橋防止装置を設置する耐震補強を行った。

 

写真 10-1-6　座屈拘束ブレース
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第2節 工事安全対策

1　安全管理委員会の設置

（1）目的
　平成 11 年度に建設・維持補修工事の施工に伴

う事故が多発したことを受け、事故処理に関して

一定のルール化を図る必要性が生じたことから、

同年 10 月に名古屋高速道路公社安全管理委員会

要領を制定し、公社内部に安全管理委員会を設置

した。

　安全管理委員会は、建設・維持補修工事の施工

に伴い発生する恐れのある事故の防止、発生した

事故の原因の調査、事後措置に関する適切な対応

策の立案等を行うもので、次の業務を所掌している。

①安全管理体制の整備に関すること。

②事故防止対策の安全教育に関すること。

③請負業者の指導及び監督の方法等に関する

こと。

④発生した事故の原因調査及び事後措置に関す

ること。

⑤安全な施工方法に関すること。

⑥情報連絡に関すること。

⑦その他委員長が必要と認める事項。

（2）組織
　委員会の委員長は副理事長、副委員長は工務部・

建設部・保全施設部を所管する理事、委員は全部

長とした。

　なお、委員会の下部組織として幹事会と事故調

査専門部会を設置し、幹事会の幹事長は技術監、

幹事は関係課長とした。

（3）事故調査専門部会
　平成 19 年 12 月に、委員会の下部組織として

事故調査専門部会を設置し、工事事故が発生した

場合には事故調査専門部会を開催し、事故の調査

及び原因の究明を行い、安全管理委員会へ報告す

ることとした。

　事故調査専門部会の部会長は技術監、副会長は

技術管理室長、部会員は関係課長とした。

2　安全管理アドバイザーの委嘱

　平成 16 年度から、建設・維持補修工事のより

一層の安全を図るため、学識経験者等 5名の外

部委員を安全管理アドバイザーとして委嘱し、必

要に応じ安全アドバイザー会議を開催している。

会議では、前年度に発生した事故の総括及び施工

中の現場視察を行い、工事事故防止対策、施工計

画の内容等について委員会に対し助言及び指導を

行っている。

　安全管理委員会の構成は、図 10-2-1 のとおり

である。

図 10-2-1　安全管理委員会の構成

3　安全パトロールの実施

　平成16年4月に安全管理委員会要領を改正し、

委員長が経験豊富な公社職員の中から統括安全監

督員及び安全監督員を指名し、年間を通じて安全

パトロールを実施させることとした。安全監督員

は工事現場の安全パトロールを実施し、名古屋高

速道路全般の結果を集約するとともに現場を監督

する職員にその状況を周知することにより、工事

安全対策に役立てるものである。なお、22年度は、

約 30件の安全パトロールを実施している。

　この他、建設部及び保全施設部においては、そ

れぞれ安全協議会を設置し、労働基準監督署との

合同パトロールをはじめ各種のパトロールを行う

とともに職員の安全教育研修を実施し、工事事故

の防止に努めている。


	第10章　防災対策と工事安全対策
	カラーグラビア
	　第1節　防災対策
	　　1. 防災体制
	　　2. 防災施設
	　　3. 地震対策

	　第2節　工事安全対策
	　　1. 安全管理委員会の設置
	　　2. 安全管理アドバイザーの委嘱
	　　3. 安全パトロールの実施


	カラーグラビア
	第1節　防災対策
	第2節　工事安全対策



